
障害者自立支援給付支払等システムについて 

平成２４年１月１３日 

社会･援護局 障害保健福祉部 企画課 

※今後の検討により、内容等に変更が生じることがありうる。 
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１．今後の主なスケジュールについて 



  

1月 2月 3月 4月 5月 

中旬 下旬 上旬 中旬 下旬 上旬 中旬 下旬 上旬 中旬 下旬 上旬 

国 

説明会等 

事業者の業務管理 
体制の整備 

利用者負担の見直し 

相談支援体制の充実 

障害児支援の強化 

政令市・中核市への 
事業所指定権限移譲 

平成24年度報酬改定                         

国保中央会                         

国保連合会                         

都道府県                         

市町村                         

障害福祉サービス等事業者                         

平成２４年４月施行分及び報酬改定に係るシステム関係スケジュール 

1日～ 

新報酬に
よる請求
受付開始 

異動情報作成 

システム開発 

異動情報作
成 

★上旬 

台帳機能リリー
ス 

★1/13合同担当者説明会 
（4月施行分システム対応等） 

★1/13報酬改定検討チーム 
★合同担当者説明会 
 （報酬改定関係）（予定） 

ベンダテスト 
1日～ 

新報酬に
よる請求
開始 

システム開発 ベンダテスト 

システム開発       ベンダテスト 

システム開発 

ベンダテスト 

異動情報 

登録 

請求様式案の提示 

インタフェース仕様書案 
の検討・提示 

留意事項通知案 
サービスコード表案 

の提示 

利用者負担認定の 
手引き改訂版の提示 

解釈通知改訂版 
留意事項通知 
事務処理要領 

インタフェース仕様書 
算定構造 

サービスコード表の提示 

確認検査指針等の提示 

★施行 

★中旬 

簡易入力システム、 

支払等システムリ
リース 

※ 障害者自立支援法等改正に伴う政省令等の 
  改正については、順次案が固まり次第情報 
  提供する予定。 
  （関係政令については、１月下旬に閣議決定 
  する予定。） 
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２．平成２４年４月インタフェース仕様書の主な変更点について 



平成２４年４月インタフェース仕様書の主な変更点について  

改正内容 情報名 改正内容に基づく対応 

相談支援の充実 サービス種類コード 新設サービスのサービス種類コード「52：計画相談支援」、「53：地域移行支援」、「54：地域定着支援」、「55：障害児相談
支援」を追加 

決定サービスコード 新設サービスの決定サービスコードを追加 

事業所区分コード 事業所区分コードに、「7：児童福祉法（指定事業所）（障害児相談支援事業所）」を追加 

申立事由コード 計画相談支援給付費請求書、特例計画相談支援給付費請求書、地域相談支援給付費明細書、障害児相談支援給付
費請求書、特例障害児相談支援給付費請求書を過誤申立書情報にて過誤できるように、様式番号（申立事由コードの
上２桁）を追加 

障害児支援の強化 サービス種類コード 新設サービスのサービス種類コード「61：児童発達支援」、「62：医療型児童発達支援」、「63：放課後等デイサービス」、
「64：保育所等訪問支援」 、「71：障害児入所支援」、「72：医療型障害児入所支援」を追加 

決定サービスコード 新設サービスの決定サービスコードを追加 

事業所区分コード 事業所区分コードに、以下を追加・変更 

 ・「5：児童福祉法（指定事業所）」⇒「5：児童福祉法（指定事業所）（障害児相談支援事業所を除く）」 

 ・「8：児童福祉法（基準該当事業所）」を追加 

申立事由コード 

 

障害児通所給付費・入所給付費等明細書、特例障害児通所給付費等明細書を過誤申立書情報にて過誤できるように、
様式番号（申立事由コードの上２桁）を追加 

施設等の区分 児童発達支援、医療型児童発達支援、医療型障害児入所支援に関する施設等の区分を追加 

定員区分 放課後等デイサービスに関する定員区分を追加 

■共通編 

 平成２４年４月より施行される「利用者負担の見直し」、「相談支援の充実」、「障害児支援の強化」及び「事
業所指定の権限移譲」等に伴い、各システム間のインタフェースについても所要の見直しを行う。 

 インタフェース仕様書の主な変更点は、以下のとおり。 
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改正内容 情報名 改正内容に基づく対応 

利用者負担の見直し 障害児支援受給者情報 「法第二十四条に基づく給付率」を、「都道府県等が定める額」に項目名を変更 

都道府県等審査用資料情報 点検済明細書等情報（集計情報）レコードの以下の項目名を変更 

 ・「給付率に基づく請求額」⇒「１割相当額」 

 ・「給付率に基づく利用者負担額②」⇒「利用者負担額②」 

相談支援の充実 事業所情報 指定一般相談支援事業所のみなし指定を管理する項目を追加 

障害児支援の強化 全体 「障害児支援」、「障害児通所給付費」、「障害児入所給付費」等への全体的な名称の変更 

障害児施設情報 基準該当事業所を管理する項目を追加 

障害児施設等のみなし指定を管理する項目を追加 

新設サービスに係る加算等を管理する項目を追加 

障害児支援受給者情報 障害児入所支援、医療型障害児入所支援の支給決定情報を設定できるように変更 

都道府県等審査用資料情報 点検済情報に、障害児入所給付費に関する情報を追加 

都道府県等審査結果資料情報 障害児入所給付費について、審査結果一覧情報を作成できるように変更 

過誤申立書情報 障害児通所給付費・入所給付費等明細書を過誤申立書情報にて過誤できるように、様式番号（申立事由コードの上２桁）
を追加 

事業所指定事務の 

市町村への権限移譲 

事業所情報 事業所を指定した市町村を管理する項目を追加 

障害児施設情報 障害児施設等を指定した市町村を管理する項目を追加 

■都道府県編 
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改正内容 情報名 改正内容に基づく対応 

利用者負担の見直し 受給者情報 「法第三十一条に基づく給付率」を、「市町村が定める額」に項目名を変更 

障害児支援受給者情報 「法第二十四条に基づく給付率」を、「都道府県等が定める額」に項目名を変更 

市町村審査用資料情報 点検済明細書等情報（集計情報）レコードの以下の項目名を変更 

 ・「給付率に基づく請求額」⇒「１割相当額」 

 ・「給付率に基づく利用者負担額②」⇒「利用者負担額②」 

給付実績交換情報 障害福祉サービス費市町村保有給付実績情報、障害福祉サービス費市町村保有給付実績更新結果情報に、補装具費
支給レコードを追加 

相談支援の充実 受給者情報 「サービス利用計画作成」を、「計画相談支援」に項目名を変更 

計画相談支援、地域移行支援、地域定着支援の支給決定情報を設定できるように変更 

障害児支援受給者情報 障害児相談支援の実施事業所等を管理する項目を追加 

障害児相談支援の支給決定情報を設定できるように変更 

市町村審査用資料情報 

都道府県等審査用資料情報 

事務点検結果票情報に、計画相談支援給付費、特例計画相談支援給付費、地域相談支援給付費、障害児相談支援給
付費、特例障害児相談支援給付費に関する情報を追加 

点検済情報に、計画相談支援給付費、特例計画相談支援給付費、地域相談支援給付費、障害児相談支援給付費、特
例障害児相談支援給付費に関する情報を追加 

市町村審査結果資料情報 

都道府県等審査結果資料情報 

計画相談支援給付費、特例計画相談支援給付費、地域相談支援給付費、障害児相談支援給付費、特例障害児相談支
援給付費について、審査結果一覧情報を作成できるように変更 

過誤申立書情報 計画相談支援給付費請求書、特例計画相談支援給付費請求書、地域相談支援給付費明細書、障害児相談支援給付
費請求書、特例障害児相談支援給付費請求書を過誤申立書情報にて過誤できるように、様式番号（申立事由コードの
上２桁）を追加 

障害児支援の強化 全体 「障害児支援」、「障害児通所給付費」、「障害児入所給付費」等への全体的な名称の変更 

障害児支援受給者情報 児童発達支援、医療型児童発達支援、放課後等デイサービス、保育所等訪問支援の支給決定情報を設定できるように
変更 

行政区単位で管理される受給者を管理する項目を追加 

障害児通所支援の実施主体が市町村となることに伴い、市町村から国保連合会へ障害児支援受給者情報の提出を追
加 

■市町村編 
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改正内容 情報名 改正内容に基づく対応 

障害児支援の強化 都道府県等情報 障害児通所支援の実施主体が市町村となることに伴い、市町村から国保連合会へ都道府県等情報（基本情報、独自助
成情報）の提出を追加 

障害児通所支援の実施主体が市町村となることに伴い、行政区単位で管理されている受給者を管理するため、市町村
から国保連合会へ都道府県等情報（行政区情報）の提出を追加 

都道府県等審査用資料情報 障害児通所支援の実施主体が市町村となることに伴い、国保連合会から市町村へ都道府県等審査用資料情報の提出
を追加 

点検済情報に、障害児通所給付費、特例障害児通所給付費に関する情報を追加 

都道府県等審査結果資料情報 審査結果票情報に、高額障害児通所給付費を設定できるように変更 

障害児通所給付費、特例障害児通所給付費について、審査結果一覧情報を作成できるように変更 

過誤申立書情報 障害児通所給付費・入所給付費等明細書、特例障害児通所給付費等明細書を過誤申立書情報にて過誤できるように、
様式番号（申立事由コードの上２桁）を追加 

給付実績交換情報 市町村受付・支払分の特例障害児通所給付費の給付実績を給付実績交換の対象情報に追加 
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改正内容 情報名 改正内容に基づく対応 

利用者負担の見直し 介護給付費等請求書・明細書情報 介護給付費等 明細書 集計情報レコードの以下の項目名を変更 

 ・「給付率に基づく請求額」⇒「１割相当額」 

 ・「給付率に基づく利用者負担額②」⇒「利用者負担額②」 

障害児給付費等請求書・明細書情報 障害児給付費等 明細書 集計情報レコードの以下の項目名を変更 

 ・「給付率に基づく請求額」⇒「１割相当額」 

 ・「給付率に基づく利用者負担額②」⇒「利用者負担額②」 

相談支援の充実 介護給付費等請求書・明細書情報 相談支援事業所が地域相談支援給付費の請求を行う際に提出する「地域相談支援給付費明細書情報」を追加 

サービス利用計画作成費請求書等情報 相談支援事業所が計画相談支援給付費の請求を行う際に提出する「計画相談支援給付費請求書情報」を追加 

相談支援事業所が特例計画相談支援給付費の請求を行う際に提出する「特例計画相談支援給付費請求書情報」を追
加 

サービス提供実績記録票情報 「地域移行支援提供実績記録票情報」、「地域定着支援提供実績記録票情報」を追加 

障害児相談支援給付費請求書等情報 障害児相談支援事業所が障害児相談支援給付費の請求を行う際に提出する「障害児相談支援給付費請求書情報」を
追加 

障害児相談支援事業所が特例障害児相談支援給付費の請求を行う際に提出する「特例障害児相談支援給付費請求書
情報」を追加 

障害児支援の強化 全体 「障害児支援」、「障害児通所給付費」、「障害児入所給付費」等への全体的な名称の変更 

障害児給付費等請求書・明細書情報 障害児施設等から障害児通所給付費・入所給付費の請求を行う際に提出する「障害児通所給付費・入所給付費等請求
書情報」、 「障害児通所給付費・入所給付費等明細書情報」を追加 

障害児施設等から特例障害児通所給付費の請求を行う際に提出する「特例障害児通所給付費等請求書情報」、「特例
障害児通所給付費等明細書情報」を追加 

「61：児童発達支援」、「62：医療型児童発達支援」、「63：放課後等デイサービス」、「64：保育所等訪問支援」のサービス
について、必要に応じて契約情報を提出できるように、契約情報レコードを追加 

サービス提供実績記録票情報 「障害児施設支援（入所）提供実績記録票情報」を、「障害児入所支援提供実績記録票情報」に情報名を変更 

「児童発達支援提供実績記録票情報」、「医療型児童発達支援提供実績記録票情報」、「放課後等デイサービス提供実
績記録票情報」、「保育所等訪問支援提供実績記録票情報」を追加 

■サービス事業所編 
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３．平成２４年４月以降の事業所番号及び事業所データの流れについて 



平成２４年４月以降の事業所番号の体系 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

都
道
府
県
コ
ー
ド 

事
業
所
区
分
コ
ー
ド 

郡
市
区
コ
ー
ド 

事
業
所
番
号 

チ
ェ
ッ
ク
デ
ジ
ッ
ト 

 1～2桁目  都道府県コード・・・総務省が定めるコード 

    3桁目  事業所区分コード 「１」自立支援法【指定事業所】（ＧＨ・ＣＨ・相談支援事業所を除く） 

                       「２」自立支援法【指定事業所】（ＧＨ・ＣＨ） 

                       「３」自立支援法【指定事業所】（相談支援事業所） 

                       「４」自立支援法【基準該当事業所】 

                       「５」児童福祉法【指定事業所】（障害児相談支援事業所を除く） 

                       「６」地域生活支援事業 

                           「７」児童福祉法【指定事業所】（障害児相談支援事業所） 

                           「８」児童福祉法【基準該当事業所】 

 4～5桁目  郡市区コード・・・郡市区を特定するコード 

 6～9桁目  事業所番号・・・郡市区コード内の通番 

   10桁目  チェックデジット・・・モジュラス１０方式   

平成２４年４月以降の事業所番号について 
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事業所 
政令市・中核市 

市町村（※） 
都道府県 

国保連 

（事業所所在県） 

申請受付 

都道府県事業所
台帳への登録、
事業所番号付番 

事業所台帳 

の受領 

指定決定 

市町村事業所台帳へ
の登録 

指定通知公示 

指定申請 

※指定特定相談支援事業者及び障害児相談支援事業者については、市町村が指定を行う。 

  平成２４年４月から①都道府県知事が処理している指定障害福祉サービス事業者及び指定障害者支援施設の 

指定並びに指定相談支援事業者の指定については、指定都市及び中核市へ移譲されること、②指定特定相談支 

援事業者及び障害児相談支援事業者の指定については、市町村が行うこととされている。 

 

 上記①、②に伴う事業所データの流れについては、以下の取扱いとなるのでご留意いただきたい。 

平成２４年４月以降の事業所データの流れについて 

8 

・都道府県が国保連に事業所台帳を提出する際に必要となる 

 項目（インタフェース仕様書都道府県編で定める項目）等を、 

 情報提供すること。 

・指定申請があった事業所において、既に他のサービス等で事業 

 所番号を取得済みの場合は、当該番号を都道府県に情報提 

 供すること。 



４．平成２４年４月以降の介護給付費等の請求事務について（案） 
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 平成２４年４月の政省令改正に伴い、請求省令様式等の追加及び一部改正を行う。 

様式名称 様式番号 区分 変更内容 

介護給付費・訓練等給付費等請求書 様式第一 変更 相談支援の充実に伴い、「地域相談支援給付費」欄を追加。 

介護給付費・訓練等給付費等明細書 様式第二 

様式第三 

変更 利用者負担の見直しに伴い、「給付率」欄を削除。 

「給付率に基づく請求額」欄を「1割相当額」欄に名称変更。 

「給付率に基づく利用者負担額②」欄を「利用者負担額②」欄に名称変更。 

特例介護給付費・特例訓練等給付費等 

明細書 

様式第六 変更 利用者負担の見直しに伴い、「給付率」欄を削除。 

「給付率に基づく請求額」欄を「1割相当額」欄に名称変更。 

「給付率に基づく利用者負担額②」欄を「利用者負担額②」欄に名称変更。 

地域相談支援給付費明細書 様式第九 新規 相談支援の充実に伴い、地域相談支援給付費の請求を行う場合に使用する 

請求様式を新たに追加。 

計画相談支援給付費請求書 様式第十 新規 相談支援の充実に伴い、計画相談支援給付費の請求を行う場合に使用する 

請求様式を新たに追加。 

特例計画相談支援給付費請求書 様式第十一 新規 相談支援の充実に伴い、特例計画相談支援給付費の請求を行う場合に使用する 

請求様式を新たに追加。 

地域移行支援提供実績記録票 様式２０ 新規 相談支援の充実に伴い、地域移行支援の支援実績の報告に使用する 

実績記録票の様式を新たに追加。 

地域定着支援提供実績記録票 様式２１ 新規 相談支援の充実に伴い、地域定着支援の支援実績の報告に使用する 

実績記録票の様式を新たに追加。 

障
害
者
自
立
支
援
法 

平成２４年４月からの介護給付費等の請求書様式等の主な改正点について 
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様式名称 様式番号 区分 変更内容 

障害児通所給付費・入所給付費等請求書 様式第三 新規 障害児支援の強化に伴い、障害児通所給付費・入所給付費等の請求を行う 

場合に使用する請求様式を新たに追加。 

障害児通所給付費・入所給付費等明細書 様式第四 新規 障害児支援の強化に伴い、障害児通所給付費・入所給付費等の請求を行う 

場合に使用する請求様式を新たに追加。 

障害児相談支援給付費請求書 様式第五 新規 相談支援の充実に伴い、障害児相談支援給付費の請求を行う場合に使用する 

請求様式を新たに追加。 

特例障害児通所給付費等請求書 様式第六 新規 障害児支援の強化に伴い、特例障害児通所給付費の請求を行う場合に使用する 

請求様式を新たに追加。 

特例障害児通所給付費等明細書 様式第七 新規 障害児支援の強化に伴い、特例障害児通所給付費の請求を行う場合に使用する 

請求様式を新たに追加。 

特例障害児相談支援給付費請求書 様式第八 新規 相談支援の充実に伴い、特例障害児相談支援給付費の請求を行う場合に 

使用する請求様式を新たに追加。 

障害児入所支援提供実績記録票 様式１ 新規 障害児支援の強化に伴い、障害児入所支援の支援実績の報告に使用する 

実績記録票の様式を新たに追加。 

児童発達支援提供実績記録票 様式３ 新規 障害児支援の強化に伴い、児童発達支援の支援実績の報告に使用する 

実績記録票の様式を新たに追加。 

医療型児童発達支援提供実績記録票 様式４ 新規 障害児支援の強化に伴い、医療型児童発達支援の支援実績の報告に使用する 

実績記録票の様式を新たに追加。 

放課後等デイサービス提供実績記録票 様式５ 新規 障害児支援の強化に伴い、放課後等デイサービスのサービス提供実績の報告に 

使用する実績記録票の様式を新たに追加。 

保育所等訪問支援提供実績記録票 様式６ 新規 障害児支援の強化に伴い、保育所等訪問支援の支援実績の報告に使用する 

実績記録票の様式を新たに追加。 

児
童
福
祉
法 
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 本様式は、指定事業所番号（１０桁）の３桁目が「１」又は「２」の事業所が使用する様式。 

当該指定事業所番号単位での 

  ① 介護給付費 

  ② 訓練等給付費 

  ③ 地域相談支援給付費（平成２４年４月以降） 
  ④ 特定障害者特別給付費（補足給付費） 
  ⑤ 特別対策費 

  ⑥ 処遇改善助成金 

  ⑦ 自治体助成額 

の請求合計額を記載する。 

請求書の作成は、事業所番号単位で行い、            

同一事業所番号で管理される事業所の介護給付費等の請求は、 

一括で行う。 

「地域相談支援給付費」欄を追加。 

平成２４年４月以降、地域相談支援給付費に関する集計額等を記載する。 

介護給付費・訓練等給付費等請求書の記載における変更点 

※ 処遇改善助成金の取り扱いについては、現在検討中。 
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 本様式は、指定事業所番号（１０桁）の３桁目が「１」の事業所が使用する様式。 

同一事業所番号で括られた指定事業所が、一人の支給決定障害者
等に複数事業のサービスを提供した際には、請求明細書は一枚のみ作
成する。 

「給付率」欄を削除。 

「給付率に基づく請求額」欄を「１割相当額」欄に、 

「給付率に基づく利用者負担額②」欄を「利用者負担額②」欄に変更。 

 

「１割相当額」欄 ： 総費用額に１０／１００を乗じて得た額を記載する。 

            （端数処理：小数点以下は切捨て） 
「利用者負担額②」欄 ： １割相当額を記載する。 

                ただし、法第三十一条が適用された受給者の場合、 

                「法第三十一条に基づく市町村が定める額」もしくは 

                「１割相当額」のうち小さい額を記載する。 

対象サービス種類から「児童デイサービス」を削除。 

介護給付費・訓練等給付費等明細書（ＧＨ・ＣＨ以外）の記載における変更点 

※ 処遇改善助成金の取り扱いについては、現在検討中。 
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 本様式は、指定事業所番号（１０桁）の３桁目が「２」の事業所が使用する様式。 

同一事業所番号で括られた指定事業所が、一人の支給決定障害者
等に複数事業のサービスを提供した際には、請求明細書は一枚のみ作
成する。 

「給付率」欄を削除。 

「給付率に基づく請求額」欄を「１割相当額」欄に、 

「給付率に基づく利用者負担額②」欄を「利用者負担額②」欄に変更。 

 

「１割相当額」欄 ： 総費用額に１０／１００を乗じて得た額を記載する。 
            （端数処理：小数点以下は切捨て） 
「利用者負担額②」欄 ： １割相当額を記載する。 
                ただし、法第三十一条が適用された受給者の場合、 
                「法第三十一条に基づく市町村が定める額」もしくは 
                「１割相当額」のうち小さい額を記載する。 

介護給付費・訓練等給付費等明細書（ＧＨ・ＣＨ）の記載における変更点 

※ 処遇改善助成金の取り扱いについては、現在検討中。 
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 本様式は、登録事業所番号（１０桁）の３桁目が「４」の事業所が使用する様式。 

同一事業所番号で括られた基準該当事業所が、一人の支給決定障
害者等に複数事業のサービスを提供した際には、請求明細書は一枚
のみ作成する。 

「給付率」欄を削除。 

「給付率に基づく請求額」欄を「１割相当額」欄に、 

「給付率に基づく利用者負担額②」欄を「利用者負担額②」欄に変更。 

 

「１割相当額」欄 ： 総費用額に１０／１００を乗じて得た額を記載する。 

            （端数処理：小数点以下は切捨て） 
「利用者負担額②」欄 ： １割相当額を記載する。 

                ただし、法第三十一条が適用された受給者の場合、 

                「法第三十一条に基づく市町村が定める額」もしくは 

                「１割相当額」のうち小さい額を記載する。 

対象サービス種類から「児童デイサービス」を削除。 

特例介護給付費・特例訓練等給付費等明細書の記載における変更点 

※ 処遇改善助成金の取り扱いについては、現在検討中。 
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 本様式は、指定事業所番号（１０桁）の３桁目が「３」の事業所が使用する様式。 

同一事業所番号で括られた指定事業所が、一人の支給決定障害者
等に複数事業のサービスを提供した際には、請求明細書は一枚のみ作
成する。 

地域相談支援提供時には、当該サービス種別の番号を記載し、 

開始年月日、終了年月日、利用日数の該当項目を記載する。 

① 「サービス内容」欄に、サービスコード表に記載された名称を記載する。 
② 「サービスコード」欄に、サービスコード表に記載されたサービスコードを記載する。 
③ 「単位数」欄に、サービスコード表に記載された単位数を記載する。 
④ 「回数」欄に、当該月における算定回数を記載する。 

⑤ 「サービス単位数」欄に、単位数に回数を乗じて算出した単位数を記載する。 

① 「サービス種類コード」欄に、サービスコードの上2桁の番号及び名称を記載する。 
② 「サービス利用日数」欄に、当該月におけるサービス提供実日数を記載する。 
③ 「給付単位数」欄に、サービス単位数の合計を記載する。 
④ 「単位数単価」欄に、当該事業所に適用される１単位の単価を記載する。 
⑤ 「総費用額」欄に、給付単位数に単位数単価を乗じて得た額を記載する。 
   （端数処理：小数点以下は切捨て） 
⑥ 「給付費請求額」欄に、実際に請求する額を記載する。 
⑦ 「合計」欄に、各欄の合計額を記載する。 

地域相談支援給付費明細書の記載における留意点 
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 本様式は、指定事業所番号（１０桁）の３桁目が「３」の事業所が使用する様式。 

計画相談支援給付費の請求の際には、計画相談支援対象障害者等
ごとに請求明細書の作成は行わず、本様式のみを使用する。 

① 「モニタリング日」欄に、サービス利用支援の場合は計画作成日、 

   継続サービス利用支援の場合はモニタリング日を記載する。 

② 「サービスコード」欄に、サービスコード表に記載されたサービスコードを記載する。 
③ 「単位数」欄に、サービスコード表に記載された単位数を記載する。 
④ 「請求額」欄に、単位数に単位数単価を乗じて得た額を記載する。 
   （端数処理：小数点以下は切捨て） 

① 「件数」欄に、請求に係る計画相談支援対象障害者等の数を記載する。 

② 「地域区分」欄に、地域区分を記載する。 

③ 「単位数単価」欄に、当該指定特定相談支援事業所に適用される 

   １単位の単価を記載する。 

「小計」欄 に、請求額の合計を記載する。 

計画相談支援給付費請求書の記載における留意点 
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 本様式は、登録事業所番号（１０桁）の３桁目が「４」の事業所が使用する様式。 

特例計画相談支援給付費の請求の際には、計画相談支援対象障害
者等ごとに請求明細書の作成は行わず、本様式のみを使用する。 

① 「モニタリング日」欄に、サービス利用支援の場合は計画作成日、 
   継続サービス利用支援の場合はモニタリング日を記載する。 
② 「サービスコード」欄に、サービスコード表に記載されたサービスコードを記載する。 
③ 「単位数」欄に、サービスコード表に記載された単位数を記載する。 
④ 「請求額」欄に、単位数に単位数単価を乗じて得た額を記載する。 

   （端数処理：小数点以下は切捨て） 

① 「件数」欄に、請求に係る計画相談支援対象障害者等の数を記載する。 

② 「地域区分」欄に、地域区分を記載する。 

③ 「単位数単価」欄に、当該基準該当事業所に適用される１単位の単価を記載する。 

「小計」欄に、請求額の合計を記載する。 

特例計画相談支援給付費請求書の記載における留意点 
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 本様式は、事業所番号（１０桁）の３桁目が「３」の事業所が使用する様式。 

実績記録票については、一事業所（事業所番号単位）の支給決定障
害者等一人につき、一月に一件作成する 。 

① 「日付・曜日」欄に、当該サービス提供月において、 

   地域移行支援を提供した日及びその曜日を記載する。 

② 「算定日数」欄に、本体報酬及び集中支援加算の対象となる支援を 

   実施した場合、「１」を記載する。 

③ 「サービス提供の状況」欄に、実際にサービス提供した内容に基づいて、 
   次のとおり記載する。 
    ・体験利用の場合・・・「体験利用」 
    ・体験宿泊Ⅰの場合・・・「体験宿泊Ⅰ」 
    ・体験宿泊Ⅱの場合・・・「体験宿泊Ⅱ」 
④ 「備考」欄に、本体報酬及び集中支援加算の対象となる支援を 

   実施した場合、支援の具体的な内容を記載する。 

退院・退所月加算を算定する場合、 
当該支給決定障害者が施設等から退院・退所した日を記載する。  

地域移行支援提供実績記録票の記載における留意点 
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 本様式は、事業所番号（１０桁）の３桁目が「３」の事業所が使用する様式。 

実績記録票については、一事業所（事業所番号単位）の支給決定障
害者等一人につき、一月に一件作成する 。 

① 「日付・曜日」欄に、当該サービス提供月において、 

   地域定着支援を提供した日及びその曜日を記載する。 

② 「サービス提供の状況」欄に、緊急対応を実施した場合、 
   「緊急時支援」を記載する。 
   ※ 体制確保のみの場合、実績記録票への記載は要しない。 

地域定着支援提供実績記録票の記載における留意点 
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 本様式は、指定事業所番号（１０桁）の３桁目が「５」の事業所が使用する様式。 

請求書の作成は、事業所番号単位で行い、            

同一事業所番号で管理される事業所の障害児通所給付費・入所給
付費等の請求は、一括で行う。 

当該事業所番号単位での 

  ① 障害児通所給付費 

  ② 障害児入所給付費 

  ③ 特定入所障害児食費等給付費（補足給付費） 
  ④ 特別対策費 

  ⑤ 処遇改善助成金 

  ⑥ 自治体助成額 

の請求合計額を記載する。 

サービス種別単位に添付される請求明細書の集計額等を記載する。 
  ① 件数 
  ② 総単位数 
  ③ 費用合計（100/100の額） 
  ④ 給付費請求額 
  ⑤ 特別対策費請求額 
  ⑥ 利用者負担額 
  ⑦ 自治体助成額  
を記載する。 
③＝④＋⑤＋⑥＋⑦ となる。 

障害児通所給付費・入所給付費等請求書の記載における留意点 

※ 処遇改善助成金の取り扱いについては、現在検討中。 
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 本様式は、指定事業所番号（１０桁）の３桁目が「５」の事業所が使用する様式。 

同一事業所番号で括られた指定事業所が、一人の障害児に複数事
業の支援を提供した際には、請求明細書は一枚のみ作成する。 

障害児通所支援・入所支援提供時には、当該サービス種別の番号を記載し、 

開始年月日、終了年月日、利用日数及び入院・外泊日数の該当項目を記載する。 

① 「サービス内容」欄に、サービスコード表に記載された名称を記載する。 
② 「サービスコード」欄に、サービスコード表に記載されたサービスコードを記載する。 
③ 「単位数」欄に、サービスコード表に記載された単位数を記載する。 

④ 「回数」欄に、当該月における算定回数を記載する。 

⑤ 「サービス単位数」欄に、単位数に回数を乗じて算出した単位数を記載する。 

① 「サービス種類コード」欄に、サービスコードの上2桁の番号及び名称を記載する。 
② 「サービス利用日数」欄に、当該月における支援提供実日数を記載する。 
③ 「給付単位数」欄に、サービス単位数の合計を記載する。 
④ 「単位数単価」欄に、当該事業所に適用される１単位の単価を記載する。 
⑤ 「総費用額」欄には、給付単位数に単位数単価を乗じて得た額を記載する。 
   （端数処理：小数点以下は切捨て（⑥も同じ）） 
⑥ 「１割相当額」欄には、総費用額に１０／１００を乗じて得た額を記載する。 
⑦ 「利用者負担額②」欄には、⑥を記載する。ただし、法第二十一条の五の十一 

   又は法第二十四条の五が適用された受給者の場合、「法第二十一条の五の 

   十一又は法第二十四条の五に基づく都道府県等が定める額」もしくは「１割相 

   当額」のうち小さい額を記載する。 

⑧ 「上限月額調整」欄に、⑦又は負担上限月額のうち小さい額を記載する。 
⑨ 「決定利用者負担額」欄に、確定した利用者負担額を記載する。 
⑩ 「給付費・請求額」欄に⑤から⑨を控除した額を記載する。 
⑪ 「合計」欄には、各欄の合計額を記載する。 

受給者証に記載された利用者負担上限月額を記載する。 

利用者負担の上限額管理結果を記載する。 

特定入所障害児食費等給付費の請求額を記載する。 

障害児通所給付費・入所給付費等明細書の記載における留意点 

※ 処遇改善助成金の取り扱いについては、現在検討中。 
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 本様式は、指定事業所番号（１０桁）の３桁目が「７」の事業所が使用する様式。 

障害児相談支援給付費の請求の際には、障害児相談支援対象保護
者ごとに請求明細書の作成は行わず、本様式のみを使用する。 

① 「モニタリング日」欄に、障害児支援の場合は計画作成日、 
   継続障害児支援の場合はモニタリング日を記載する。 
② 「サービスコード」欄に、サービスコード表に記載されたサービスコードを記載する。 
③ 「単位数」欄に、サービスコード表に記載された単位数を記載する。 
④ 「請求額」欄に、単位数に単位数単価を乗じて得た額を記載する。 
   （端数処理：小数点以下は切り捨て） 

① 「件数」欄に、請求に係る障害児相談支援対象保護者の数を記載する。 

② 「地域区分」欄に、地域区分を記載する。 

③ 「単位数単価」欄に、当該指定障害児相談支援事業所に適用される 

   １単位の単価を記載する。 

「小計」欄 に、請求額の合計を記載する。 

障害児相談支援給付費請求書の記載における留意点 
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 本様式は、登録事業所番号（１０桁）の３桁目が「８」の事業所が使用する様式。 

請求書の作成は、事業所番号単位で行い、            

同一事業所番号で管理される基準該当事業所の特例障害児通所
給付費等の請求は、一括で行う。 

当該事業所番号単位での 

  ① 特例障害児通所給付費 

  ② 高額障害児通所給付費 

  ③ 処遇改善助成金 

  ④ 自治体助成額 

の請求合計額を記載する。 

サービス種別単位に添付される請求明細書の集計額等を記載する。 
  ① 件数 
  ② 総単位数 
  ③ 費用合計（100/100の額） 
  ④ 給付費請求額 
  ⑤ 特別対策費請求額 
  ⑥ 利用者負担額 
  ⑦ 自治体助成額  
を記載する。 
③＝④＋⑤＋⑥＋⑦ となる。 

特例障害児通所給付費等請求書の記載における留意点 

※ 処遇改善助成金の取り扱いについては、現在検討中。 
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 本様式は、登録事業所番号（１０桁）の３桁目が「８」の事業所が使用する様式。 

同一事業所番号で括られた基準該当事業所が、一人の障害児に複
数事業の支援を提供した際には、請求明細書は一枚のみ作成する。 

障害児通所支援提供時には、当該サービス種別の番号を記載し、 

開始年月日、終了年月日、利用日数の該当項目を記載する。 

① 「サービス内容」欄に、サービスコード表に記載された名称を記載する。 
② 「サービスコード」欄に、サービスコード表に記載されたサービスコードを記載する。 
③ 「単位数」欄に、サービスコード表に記載された単位数を記載する。 
④ 「回数」欄に、当該月における算定回数を記載する。 
⑤ 「サービス単位数」欄に、単位数に回数を乗じて算出した単位数を記載する。 

① 「サービス種類コード」欄に、サービスコードの上2桁の番号及び名称を記載する。 
② 「サービス利用日数」欄に、当該月における支援提供実日数を記載する。 
③ 「給付単位数」欄に、サービス単位数の合計を記載する。 
④ 「単位数単価」欄に、当該基準該当事業所に適用される１単位の単価を記載する。 
⑤ 「総費用額」欄には、給付単位数に単位数単価を乗じて得た額を記載する。 
   （端数処理：小数点以下は切捨て（⑥も同じ）） 
⑥ 「１割相当額」欄には、総費用額に１０／１００を乗じて得た額を設定する。 
⑦ 「利用者負担額②」欄には、⑥を記載する。ただし、法第二十一条の五の十一 

   が適用された受給者の場合、「法第二十一条の五の十一に基づく市町村が定める 

   額」もしくは「１割相当額」のうち小さい額を記載する。 

⑧ 「上限月額調整」欄に、⑦又は負担上限月額のうち小さい額を記載する。 
⑨ 「決定利用者負担額」欄に、確定した利用者負担額を記載する。 
⑩ 「給付費・請求額」欄に⑤から⑨を控除した額を記載する。 
⑪ 「合計」欄には、各欄の合計額を記載する。 

受給者証に記載された利用者負担上限月額を記載する。 

利用者負担の上限額管理結果を記載する。 

特例障害児通所給付費等明細書の記載における留意点 

※ 処遇改善助成金の取り扱いについては、現在検討中。 
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 本様式は、登録事業所番号（１０桁）の３桁目が「８」の事業所が使用する様式。 

特例障害児相談支援給付費の請求の際には、障害児相談支援対象
保護者ごとに請求明細書の作成は行わず、本様式のみを使用する。 

① 「モニタリング日」欄に、障害児支援の場合は計画作成日、 
   継続障害児支援の場合はモニタリング日を記載する。 
② 「サービスコード」欄に、サービスコード表に記載されたサービスコードを記載する。 
③ 「単位数」欄に、サービスコード表に記載された単位数を記載する。 
④ 「請求額」欄に、単位数に単位数単価を乗じて得た額を記載する。 
   （端数処理：小数点以下は切捨て） 

① 「件数」欄に、請求に係る障害児相談支援対象保護者の数を記載する。 

② 「地域区分」欄に、地域区分を記載する。 

③ 「単位数単価」欄に、当該基準該当事業所に適用される１単位の単価を記載する。 

「小計」欄 に、請求額の合計を記載する。 

特例障害児相談支援給付費請求書の記載における留意点 
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 本様式は、事業所番号（１０桁）の３桁目が「５」の事業所が 
 使用する様式。 実績記録票については、一事業所（事業所番号単位）の入所給付決

定保護者一人につき、一月に一件作成する 。 

① 「食費の単価」欄に、都道府県知事に届け出た食費の単価を、 
   毎食単位又は一日単位の額で記載する。 
② 「光熱水費の単価」欄に、都道府県知事に届け出た光熱水費の単価を、 
   一月単位又は一日単位の額で記載する。 

① 「曜日」欄に、当該支援提供年月における各日付の曜日を記載する。 
② 「サービス提供の状況」欄に、実際に支援を提供した内容に基づいて、 
   次のとおり記載する。 
     ・入院の初日・・・「入院」 
     ・入院の中日・・・「入院」 
     ・入院から共同生活住居に戻った日・・・「入院」 
     ・外泊の初日・・・「外泊」 
     ・外泊の中日・・・「外泊」 
     ・外泊から共同生活住居に戻った日・・・「外泊」 
     ・外泊から入院に移行した日・・・「外泊→入院」 
     ・入院から外泊に移行した日・・・「入院→外泊」 
     ・入院から共同生活住居に戻り同一日において外泊に移行した日・・・ 
                                  「入院→共同生活住居に戻る→外泊」 
     ・外泊から共同生活住居に戻り同一日において入院に移行した日・・・ 
                                  「外泊→共同生活住居に戻る→入院」 

③ 「入院・外泊時加算」欄に、入院・外泊時加算又は長期入院等支援加算が 

   算定される日には「１」を記載する。 

④ 「入院時支援特別加算」欄に、入院時支援特別加算が算定される支援を 

   行った日には「１」を記載する。 

⑤ 「自活訓練加算」欄に、自活訓練加算が算定される支援を行った日には 

   「１」を記載する。 

⑥ 「朝食・昼食・夕食」欄に、利用契約に従って、食事の提供を行ったときは、 

   各食ごとに「１」を記載する。 

⑦ 「光熱水費」欄に、利用契約に従って、施設が費用を徴収する日については 

   「１」を記載する。 

① 「入所中算定日」欄に、入所中において地域移行加算が算定される支援を 
   行った日を記載する。 
② 「退所日」欄に、障害児が当該障害児入所施設等を退所した日を記載する。 
③ 「退所後算定日」欄に、退所後において地域移行加算が算定される支援を 
   行った日を記載する。 

各欄の合計を記載する。 

障害児入所支援提供実績記録票の記載における留意点 
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 本様式は、事業所番号（１０桁）の３桁目が「５」又は「８」の事業所が使用する様式。 

実績記録票については、一事業所（事業所番号単位）の通所給付決
定保護者一人につき、一月に一件作成する 。 

① 「日付・曜日」欄に、当該支援提供月において、 
   児童発達支援を提供した日及びその曜日を記載する。 
② 「サービス提供の状況」欄に、欠席時対応加算を算定する場合、 
   「欠席」を記載する。 
③ 「開始時間・終了時間」欄に、支援の開始時間及び終了時間を記載する。 
   家庭連携加算の算定要件を満たす訪問による相談援助等、訪問支援特別加算 
   の算定要件を満たす訪問支援を行った場合は、その時間を記載する。 
④ 「送迎加算」欄に、送迎を行った場合は、片道単位で回数を記載する。 
⑤ 「家庭連携加算」欄に、家庭連携加算の算定要件を満たす訪問による 
   相談援助等を行った場合は、支援に要した時間数を記載する。  
⑥ 「訪問支援特別加算」欄に、訪問支援特別加算の算定要件を満たす訪問による 
   支援を行った場合は、支援に要した時間数を記載する。  
⑦ 「食事提供加算」欄に、食事提供体制加算の算定対象となる低所得利用者に 
   対して食事を提供した日には「１」を記載する。  

児童発達支援提供実績記録票の記載における留意点 
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 本様式は、事業所番号（１０桁）の３桁目が「５」の事業所が使用する様式。 

実績記録票については、一事業所（事業所番号単位）の通所給付決
定保護者一人につき、一月に一件作成する 。 

① 「日付・曜日」欄に、当該支援提供月において、 
   医療型児童発達支援を提供した日及びその曜日を記載する。 
② 「サービス提供の状況」欄に、欠席時対応加算を算定する場合、 
   「欠席」を記載する。 
③ 「開始時間・終了時間」欄に、支援の開始時間及び終了時間を記載する。 
   家庭連携加算の算定要件を満たす訪問による相談援助等、訪問支援特別加算 
   の算定要件を満たす訪問支援を行った場合は、その時間を記載する。 
④ 「家庭連携加算」欄に、家庭連携加算の算定要件を満たす訪問による 
   相談援助等を行った場合は、支援に要した時間数を記載する。  
⑤ 「訪問支援特別加算」欄に、訪問支援特別加算の算定要件を満たす訪問による 
   支援を行った場合は、支援に要した時間数を記載する。  
⑥ 「食事提供加算」欄に、食事提供体制加算の算定対象となる低所得利用者に 
   対して食事を提供した日には「１」を記載する。  

医療型児童発達支援提供実績記録票の記載における留意点 
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 本様式は、事業所番号（１０桁）の３桁目が「５」又は「８」の事業所が使用する様式。 

実績記録票については、一事業所（事業所番号単位）の通所給付決
定保護者一人につき、一月に一件作成する 。 

① 「日付・曜日」欄に、当該支援提供月において、 
   放課後等デイサービスを提供した日及びその曜日を記載する。 
② 「サービス提供の状況」欄に、欠席時対応加算を算定する場合、 
   「欠席」を記載する。 
③ 「提供形態」欄に、支援の提供形態に応じて、以下のいずれかを記載する。 
    ・授業の終了後に行う場合・・・「１」 
    ・休業日に行う場合・・・「２」 
④ 「開始時間・終了時間」欄に、支援の開始時間及び終了時間を記載する。 
   家庭連携加算の算定要件を満たす訪問による相談援助等、訪問支援特別加算 
   の算定要件を満たす訪問支援を行った場合は、その時間を記載する。 
⑤ 「送迎加算」欄に、送迎を行った場合は、片道単位で回数を記載する。 
⑥ 「家庭連携加算」欄に、家庭連携加算の算定要件を満たす訪問による 
   相談援助等を行った場合は、支援に要した時間数を記載する。  
⑦ 「訪問支援特別加算」欄に、訪問支援特別加算の算定要件を満たす訪問による 
   支援を行った場合は、支援に要した時間数を記載する。  

放課後等デイサービス提供実績記録票の記載における留意点 
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 本様式は、事業所番号（１０桁）の３桁目が「５」の事業所が使用する様式。 

実績記録票については、一事業所（事業所番号単位）の通所給付決
定保護者一人につき、一月に一件作成する 。 

① 「日付・曜日」欄に、当該支援提供月において、 

   保育所等訪問支援を提供した日及びその曜日を記載する。 

② 「算定日数」欄に、保育所等訪問支援を提供した日には「１」を記載する。 

保育所等訪問支援提供実績記録票の記載における留意点 
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１ 法第三十一条が適用されてない受給者の例  

  （利用者負担上限月額 9,300円の場合、 法第三十一条に基づく市町村が定める額 5,000円） 

①  「１割相当額」欄に、総費用額の１割相当の額を記載する。 

     例の場合、総費用額は「150,280円」であり、１割相当額は「15,028円」である。 

 

②  「利用者負担額②」欄に、法第三十一条が適用されない受給者につ
いては、総費用額の１割相当の額を記載する。 

         例の場合、法第三十一条が適用されないため、１割相当額の「15,028円」を   
記載する。 

 

③  「上限月額調整（①②の内少ない数）」欄に、「利用者負担額②」
に記載されている額と、利用者負担上限月額のうち小さい額を
記載する。 

        例の場合、利用者負担額②は「15,028円」であり、利用者負担上限月額は

「9,300円」であるため、小さい額の「9,300円」を記載する。 

 

④ 「決定利用者負担額」欄に、確定した利用者負担額を記載する。 

 

⑤ 「給付費・請求額」欄に総費用額から決定利用者負担額を引い
た額を記載する。 

         例の場合、総費用額は「150,280円」であり、決定利用者負担額は「9,300円」であ
るため、給付費請求額には「150,280 – 9,300 = 140,980円」を記載する。 

 
 

 
※   法第三十一条に基づく市町村が定める額は、児童福祉法において、

法第二十一条の五の十一又は法第二十四条の五に基づく都道府
県等が定める額とする。 

 

請求明細書の「請求額集計欄」の記載方法の変更について 
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２ 法第三十一条が適用される受給者の例  

  （利用者負担上限月額 9,300円、 法第三十一条に基づく市町村が定める額 5,000円） 

①  「１割相当額」欄に、総費用額の１割相当の額を記載する。 

     例の場合、総費用額は「150,280円」であり、１割相当額は「15,028円」である。 

 

② 「利用者負担額②」欄に、法第三十一条が適用される受給者につ
いては、「法第三十一条に基づく市町村が定める額」もしくは「１割相
当額」のうち小さい額を記載する。 

        例の場合、法第三十一条に基づく市町村が定める額は「5,000円」であり、１割相

当額は「15,028円」であるため、小さい額の「5,000円」を記載する。 

 

③  「上限月額調整（①②の内少ない数）」欄に、「利用者負担額②」
に記載されている額と、利用者負担上限月額のうち小さい額を
記載する。 

        例の場合、利用者負担額②は「5,000円」であり、利用者負担上限月額は「9,300

円」であるため、小さい額の「5,000円」を記載する。 

 

④ 「決定利用者負担額」欄に、確定した利用者負担額を記載する。 

 

⑤ 「給付費・請求額」欄に総費用額から決定利用者負担額を引い
た額を記載する。 

         例の場合、総費用額は「150,280円」であり、決定利用者負担額は「5,000円」であ
るため、給付費請求額には「150,280 – 5,000 = 145,280円」を記載する。 

 
 
※   法第三十一条に基づく市町村が定める額は、児童福祉法において、

法第二十一条の五の十一又は法第二十四条の五に基づく都道府
県等が定める額とする。 

 



５．障害児通所給付費等の支払事務の委託について 



＜平成２４年４月以降＞ 障害児通所給付費にかかる国保連合会への支払事務の委託状況 

                により、請求先が国保連合会と市町村に分かれる 

＜現行＞ 障害介護給付費については、全市町村が国保連合会へ委託しているため、 

       請求先は国保連合会 

≪国保連合会へ支払事務を委託≫ 

≪国保連合会に支払事務を委託しない場合≫ 

≪国保連合会に支払事務を委託する場合≫ 

【事業所】 

請 求 

支 払 

審査結果 

審査用資料 

審査用資料 

審査結果 

請 求 

支 払 

請 求 

支 払 

【国保連合会】 【市町村】 

【事業所】 【国保連合会】 【市町村】 

【事業所】 【市町村】 

児童デイサービスの障害者自立支援法から児童福祉法への 

移行に伴う障害児通所給付費の請求先について 
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国保連合会に障害児通所給付費の支払事務の委託を行っているＢ市の受給者と 

委託を行っていないＣ市の受給者にサービス提供した場合 

 Ｂ市は、障害児通所給付費の支払事務を委託しているため、受給者Ｂに関する受給者情報 

は、国保連合会に登録されている。 

 Ｃ市は、障害児通所給付費の支払事務を委託していないため、受給者Ｃに関する受給者情
報は、国保連合会に登録されていない。 

 したがって、Ｚ事業所は、受給者Ｂに係る請求を国保連合会にインターネットで行い、 

受給者Ｃに係る請求をＣ市に対して紙等により行う。 

Ａ県 

Ｚ 事業所 

Ｂ市（委託） 

受給者 Ｂ 

Ｃ市（未委託） 

受給者 Ｃ 

利用 利用 

Ｚ 事業所 

国保連合会 

Ｃ市 

インターネット経由で請求する 

紙等で提出する 

（受給者 Ｂ分） 

（受給者 Ｃ分） 
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【請求書・明細書の作成事例①】 
  給付費の請求先が、都道府県及び市町村となる場合 

  （受給者Ａについて都道府県（Ｚ県）が入所給付費を給付決定し、受給者Ｂについて市町村（Ｘ町） 
  が通所給付費を給付決定し、都道府県、市町村共に支払事務を国保連合会へ委託している） 

障害児通所給付費・入所給付費にかかる請求情報の作成イメージ 
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作成事例① Ｚ県分 
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作成事例① Ｚ県Ｘ町分 
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【請求書・明細書の作成事例②】 
  給付費の請求先が、市町村のみとなる場合 

  （受給者Ａについて、市町村（Ｙ政令市）が入所給付費、通所給付費を給付決定し、 

  支払事務を国保連合会へ委託している） 
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作成事例② Ｚ県Ｙ政令市分 
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【請求書・明細書の作成事例③】 
  給付費の請求先が、都道府県及び市町村となる場合 

  （受給者Ａについて、都道府県（Ｚ県）が入所給付費、市町村（Ｘ町）が通所給付費を給付決定し、 

  都道府県、市町村共に支払事務を国保連合会へ委託している） 
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作成事例③ Ｚ県分 
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作成事例③ Ｚ県Ｘ町分 
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【請求書・明細書の作成事例④】 
  給付費の請求先が、都道府県及び市町村となる場合 

  （受給者Ａについて都道府県（Ｚ県）が入所給付費を給付決定し、受給者Ｂについて市町村 

  （Ｙ政令市）が通所給付費を給付決定し、都道府県のみ支払事務を国保連合会へ委託している） 
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作成事例④ Ｚ県分 
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作成事例④ Ｚ県Ｙ政令市分 
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６．異動連絡票情報等作成の際の留意事項 



 平成２４年４月施行分の「相談支援の充実」及び「障害児支援の強化」による新たなサービスの創設に伴
い、新設サービスにかかる異動／訂正連絡票情報及び請求情報の 『期間に関する項目』については、施行
日（平成２４年４月１日）以降の日付を設定すること。 

 対象の項目については、 「平成２４年４月以降を設定する必要がある項目一覧」を参照。 

■平成２４年４月以降を設定する必要がある項目一覧（障害福祉サービス） 

対象情報 項目名 備考 

事業所異動／訂正連絡票情報 

（サービス情報） 

・事業開始年月日 

・基準該当・登録開始年月日（※） 

サービス種類コードに「52：計画相談支援」、「53：地域移行支援」、ま
たは「54：地域定着支援」が設定されている場合 

 

受給者異動／訂正連絡票情報 

（支給決定情報） 

・決定支給期間（開始年月日） 計画相談支援、地域移行支援、または地域定着支援の決定サービス
コード（52XXXX、53XXXX、54XXXX）が設定されている場合 

 

介護給付費等明細書情報 

（日数情報） 

・サービス開始日等・開始年月日 サービス種類コードに「53：地域移行支援」、または「54：地域定着支
援」が設定されている場合 

 

サービス利用計画作成費請求書等情報 

（明細情報） 

・モニタリング日 計画相談支援のサービスコード（52XXXX）が設定されている場合 

 

 

期間項目（開始年月日等）の設定について 

※ 基準該当事業所の場合のみ、設定が必要。 
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■平成２４年４月以降を設定する必要がある項目一覧（障害児支援） 

対象情報 項目名 備考 

都道府県等異動／訂正連絡票情報 

（独自助成情報） 

・独自助成情報・助成有効期間（開始年月日） 助成対象サービス種類に「61：児童発達支援」、「62：医療型児童発達
支援」、「63：放課後等デイサービス」、「64：保育所等訪問支援」 、
「71：障害児入所支援」、または「72：医療型障害児入所支援」が設定
されている場合 

 

障害児施設異動／訂正連絡票情報 

（サービス情報） 

・事業開始年月日 

・基準該当・登録開始年月日（※） 

サービス種類コードに「55：障害児相談支援」 、「61：児童発達支援」、
「62：医療型児童発達支援」、「63：放課後等デイサービス」、「64：保育
所等訪問支援」、「71：障害児入所支援」、または「72：医療型障害児
入所支援」が設定されている場合 

 

障害児支援受給者異動／訂正連絡票情報 

（基本情報） 

・障害児相談支援情報・障害児相談支援 

  有効期間（開始年月日） 

障害児相談支援有無に「2：有り」が設定されている場合 

 

 

障害児支援受給者異動／訂正連絡票情報 

（支給決定情報） 

・決定支給期間（開始年月日） 障害児支援の決定サービスコード（55XXXX、61XXXX、62XXXX、
63XXXX、64XXXX、71XXXX、72XXXX）が設定されている場合 

 

障害児給付費等明細書情報 

（日数情報） 

・サービス開始日等・開始年月日 サービス種類コードに「61：児童発達支援」、「62：医療型児童発達支
援」、「63：放課後等デイサービス」、「64：保育所等訪問支援」、「71：
障害児入所支援」、または「72：医療型障害児入所支援」が設定され
ている場合 

 

障害児給付費等明細書情報 

（契約情報） 

・契約開始年月日 障害児通所支援の決定サービスコード（61XXXX、62XXXX、63XXXX、
64XXXX）が設定されている場合 

 

障害児相談支援給付費請求書等情報 

（明細情報） 

・モニタリング日 障害児相談支援のサービスコード（55XXXX）が設定されている場合 

 

 

※ 基準該当事業所の場合のみ、設定が必要。 
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①障害児施設異動／訂正連絡票情報（サービス情報） 
  事業開始年月日 

②障害児支援受給者異動／訂正連絡票情報（基本情報）  

  障害児相談支援情報・障害児相談支援有効期間（開始年月日） 

障害児支援受給者異動連絡票情報（基本情報） 

設定のイメージ 

異動年月日 
異動区分 

コード 
事業所番号 

サービス 

種類コード 
事業開始年月日 事業廃止年月日 

みなし指定 

の有無 
・・・ 

2012.04 01 1：新規 9950011111 61：児童発達支援 2012.04.01 － 1：無し ・・・ 

障害児施設異動連絡票情報（サービス情報） 

異動年月日 
証記載 

都道府県等番号 
受給者証番号 

障害児相談支援情報 

・・・ 障害児相談支援
有無 

障害児相談支援 

事業所番号 

障害児相談支援 

有効期間 

（開始年月日） 

障害児相談支援 

有効期間 

（終了年月日） 

2012.04 01 991111 9911111111 2：有り 9970011111 2012.04.01 － ・・・ 

障害児相談支援有無が「2：有り」の場合、 

平成24年4月1日以降の日付を設定する。 

サービス内容が児童発達支援の場合、 

契約開始年月日には、平成24年4月1日以降 

の日付を設定する。 
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③障害児給付費等明細書情報（日数情報）  

  サービス開始日等・ 開始年月日 

障害児通所給付費・入所給付費等明細書（様式第四） 

④障害児給付費等明細書情報（契約情報）  

  契約開始年月日 

契約内容報告書 

サービス種類コードが「61：児童発達支援」の場合、 

開始年月日には、平成24年4月1日以降の日付を設定する。 

受給者証の 

事業者記入欄 

の番号 

サービス内容 契約支給量 契約開始年月日 契約終了年月日 

1 児童発達支援 20日 平成24年4月1日 

サービス内容が児童発達支援の場合、 

契約開始年月日には、平成24年4月1日以降 

の日付を設定する。 
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 平成２４年４月より下表に示す現行サービスが廃止となり、新設サービスへ移行される。 

 これに伴い、現在、現行サービスについて指定を受けている事業所については、施行日（平成２４年４月１
日）以降、新設サービスについて指定を受けているものとしてみなされる。（以下、「みなし指定」という。） 

 その際、特別な手続きは必要としないが、下表に示すみなし指定の期間内に都道府県等へ事業所指定の
申請が必要となる。 

 各サービスに対するみなし指定の期間については、 下表を参照。 

■みなし指定の期間一覧 

現行サービス 新設サービス みなし指定の期間 

51：相談支援事業 53：地域移行支援 

54：地域定着支援 

施行日から１年以内の省令で定める期間 

23：児童デイサービス 61：児童発達支援 

63：放課後等デイサービス 

施行日から１年以内の省令で定める期間 

21：知的障害児通園施設 

33：難聴幼児通園施設 

61：児童発達支援 施行日から１年以内の省令で定める期間 

42：肢体不自由児施設（通所） 

44：肢体不自由児通園施設 

61：児童発達支援 

62：医療型児童発達支援 

施行日から１年以内の省令で定める期間 

11：知的障害児施設 

13：第２種自閉症児施設 

31：盲児施設 

32：ろうあ児施設 

43：肢体不自由児療護施設 

71：障害児入所支援 現に受けている指定の有効期間の残存期間と同一の期間 

12：第１種自閉症児施設 

41：肢体不自由児施設（入所） 

45：指定医療機関（肢体不自由児） 

51：重症心身障害児施設 

52：指定医療機関（重心） 

72：医療型障害児入所支援 現に受けている指定の有効期間の残存期間と同一の期間 

 

事業所のみなし指定に伴う期間の設定について 
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■ みなし指定の期間が、施行日から１年以内の省令で定める期間の場合 

■ みなし指定の期間が、現に受けている指定の有効期間の残存期間と同一の期間の場合 

施行日 

2012. 4. 1 2013. 3.31 

みなし指定の有効期間 

指定の有効期間（残存期間） 

施行日から１年以内 

サービス廃止 

失効 

現行サービス 

（～2012. 3.31） 

新設サービス 

（2012. 4. 1～） 

現に受けているサービスの指定については施行日（平成２４年４月１日）以降、廃止となるが、施行日から１年
以内の省令で定める期間内は、新設サービスの指定を受けているものとみなされる。 

ただし、その期間内に指定申請を行わない場合、その効力を失う。 

現に受けているサービスの指定については施行日（平成２４年４月１日）以降、廃止となるが、現に受けている
指定の有効期間の残存期間内においては、新設サービスの指定を受けているものとみなされる。 

ただし、残存期間の終了後は、新たに新設サービスの指定申請を行う必要がある。 

施行日 

2012. 4. 1 2013. 3.31 

みなし指定の有効期間 

指定の有効期間（残存期間） 

残存期間内 

サービス廃止 

現行サービス 

（～2012. 3.31） 

新設サービス 

（2012. 4. 1～） 

2012.10.31 

51 



都道府県においては、新設サービスがみなし指定の場合でも、事業所異動／訂正連絡票情報（サービス情報）、または障
害児施設異動／訂正連絡票情報（サービス情報）を作成し、国保連合会へ提出すること。 

 

 ■ 新設サービスの指定申請があった事業所 

  １）サービス種類コードに、新設サービスのサービス種類コードを設定する。 

  ２）事業開始年月日に、施行日（平成２４年４月１日）以降の日付を設定する。 

  ３）みなし指定の有無に、「１：無し」を設定する。 

 

■ 新設サービスの指定申請がない事業所（みなし指定事業所） 

  １）サービス種類コードに、新設サービスのサービス種類コードを設定する。 

  ２）事業開始年月日に、施行日（平成２４年４月１日）以降の日付を設定する。 

  ３）みなし指定の有無に、「２：有り」を設定する。 

 

 

異動年月日 
異動区分 

コード 
事業所番号 

サービス 

種類コード 
事業開始年月日 事業廃止年月日 

みなし指定 

の有無 
・・・ 

2012.04 01 1：新規 9950011111 61：児童発達支援 2012.04.01 － 1：無し ・・・ 

異動年月日 
異動区分 

コード 
事業所番号 

サービス 

種類コード 
事業開始年月日 事業廃止年月日 

みなし指定 

の有無 
・・・ 

2012.04 01 1：新規 9950011111 61：児童発達支援 2012.04.01 － 2：有り ・・・ 

障害児施設異動連絡票情報（サービス情報）のイメージ 

障害児施設異動連絡票情報（サービス情報）のイメージ 

注： みなし指定の有無が「２：有り」の事業所については、みなし指定の有効期間内に指定申請していただき、 

    みなし指定の有無を「１：無し」として、事業所情報を変更する必要がある。 
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 平成２４年４月より下表に示す現行サービスが廃止となり、新設サービスへ移行される。 

 これに伴い、現在、現行サービスについて給付決定を受けている受給者については、施行日（平成２４年４
月１日）以降、新設サービスについて給付決定を受けているものとしてみなされる。（以下、「みなし給付決
定」という。） 
  各サービスに対するみなし給付決定の期間については、 下表を参照。 

■みなし給付決定の期間一覧 

現行サービス 新設サービス みなし給付決定の期間 

23：児童デイサービス 63：放課後等デイサービス 現に受けている給付決定の有効期間の残存期間と同一の期間 

21：知的障害児通園施設 

33：難聴幼児通園施設 

42：肢体不自由児施設（通所） 

44：肢体不自由児通園施設 

61：児童発達支援 現に受けている給付決定の有効期間の残存期間と同一の期間 

11：知的障害児施設 

13：第２種自閉症児施設 

31：盲児施設 

32：ろうあ児施設 

43：肢体不自由児療護施設 

71：障害児入所支援 現に受けている給付決定の有効期間の残存期間と同一の期間 

12：第１種自閉症児施設 

41：肢体不自由児施設（入所） 

45：指定医療機関（肢体不自由児） 

51：重症心身障害児施設 

52：指定医療機関（重心） 

72：医療型障害児入所支援 現に受けている給付決定の有効期間の残存期間と同一の期間 

受給者のみなし給付決定に伴う期間の設定について 
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■ みなし給付決定の期間が、現に受けている給付決定の有効期間の残存期間と同一の期間の場合 

現に受けているサービスの給付決定については施行日（平成２４年４月１日）以降、廃止となるが、現に受けている給
付決定の有効期間の残存期間内においては、新設サービスの給付決定を受けているものとみなされる。 

ただし、残存期間の終了後は、新たに新設サービスの給付決定を行う必要がある。 

施行日 

2012. 4. 1 2013. 3.31 

みなし給付決定の有効期間 

給付決定有効期間（残存期間） 

残存期間内 

現行サービス 

（～2012. 3.31） 

新設サービス 

（2012. 4. 1～） 

2012.10.31 

サービス廃止 

都道府県及び市町村においては、みなし給付決定の場合でも、受給者異動／訂正連絡票情報（支給決定情報）、または障
害児支援受給者異動／訂正連絡票情報（支給決定情報）を作成し、国保連合会へ提出すること。 

 

 ■ 新設サービスをみなし給付決定する場合 

  １）決定サービスコードに、新設サービスの決定サービスコードを設定する。 

  ２）決定支給期間（開始年月日）に、施行日（平成２４年４月１日）以降の日付を設定する。 

  ３）決定支給期間（終了年月日）に、現に受けている給付決定の有効期間内の日付を設定する。 

 

障害児支援受給者異動連絡票情報（支給決定情報）のイメージ 

異動年月日 
異動区分 

コード 

証記載 

都道府県等番号 
受給者証番号 

決定サービス 

コード 
決定支給量 

決定支給期間 

（開始年月日） 

決定支給期間 

（終了年月日） 
・・・ 

2012.04 01 1：新規 991111 9911111111 61XXXX 00002000 2012.04.01 2012.10.31 ・・・ 
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‐ 11 ‐ 

 障害者自立支援給付支払等システムは、『障害者自立支援法』、『児童福祉法』の２つの法令に基づく給付費の支払処理等を行っている。 

 障害者自立支援給付支払等システムでは、法令根拠の異なる２つの法令を扱うため、市町村及び都道府県より提出いただく異動／訂正連
絡票情報を法令単位に保持し、それぞれの情報を参照しながら支払処理等を行っている。 

 

 平成２４年４月より、障害福祉サービスの児童デイサービス及び障害児施設給付の通所系サービスが障害児通所支援に移管され、実施主体
が市町村となることから、障害者自立支援給付支払等システムでは児童福祉法に基づく給付費の支払処理等を行う上で、市町村の情報が別
途、必要となる。 

 市町村においては、現在、障害者自立支援法に基づく給付費の支払処理用に提出いただいている市町村情報に加え、児童福祉法に基づく
給付費の支払処理用として、都道府県等異動連絡票情報を作成し、国保連合会に提出いただく必要がある。 

障害児支援用の市町村情報の整備について 
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７．平成２４年４月施行分等の円滑施行に向けて 



都道府県・市町村へのお願い 

○事業所台帳の整備 

   平成２４年４月施行分の「相談支援の充実」及び「障害児支援の強化」による新たなサービス

の創設に伴い、新設サービスの指定事業所及びみなし指定事業所に係る異動連絡票情報の提
出等、事業所台帳の整備が必要となる。 

   このため、都道府県の事業所台帳情報と事業者の請求情報の突合において、台帳の整備も

れ等による請求エラーが発生することのないよう、都道府県におかれては、事業所情報の入力・
国保連への登録に当たっては万全を期されるようお願いしたい。 

  なお、障害児通所支援については、実施主体が市町村へ移管されることから、障害児給付費
支払事務にかかる連合会委託の有無にかかわらず、事業所台帳を整備いただく必要がある。 

 

○国保連合会への委託について 

   児童デイサービスの障害者自立支援法から児童福祉法への移行に伴い、障害児通所給付費

に係る国保連合会への支払事務の委託状況により、事業者の請求先が国保連合会と市町村に
分かれることとなる。 

   事業者の請求において混乱が生じることのないよう、国保連合会への委託及び事業者への
周知等十分に配慮願いたい。 

 

○事業者への周知について 

   都道府県におかれては、平成２４年４月施行分について、事業者からの請求処理が円滑に行
えるよう、新設サービスの届出、各種加算の届出等、事業者に対し周知願いたい。 
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８．その他（市町村における国庫負担基準単位内訳データの参照方法） 



市町村における国庫負担基準単位内訳データ（国保連把握分）の参照方法 

 当該データを活用する場合は、以下の要領によりデータを貼り付けし、参照されたい。 

 なお、国保連把握分であるため、様式中「ト」「チ」のデータについては集計されない。 

国保連より送付されるCSVファイル
データのB列の3行目からデータを範
囲指定し、コピーする。 

（上図黒囲み部分） 

国庫負担基準単位内訳データの様式変
更の参考様式1（利用者数）及び参考様式
2（支給額）のシートの対象月に直接、当
該データを貼り付けて下さい。 

（上図黒囲み部分） 
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 日頃より、障害保健福祉行政の推進に格別のご理解とご協力を賜り御礼申し上げます。 

 さて、標記については、現在、試験的分析用データ集計ツール等を活用し、各国保連合会からサービス提供月単位で
各都道府県に対しても試験的統計調査データ（国保連データ）及び国庫負担基準単位内訳データを提供しているところ
ですが、今般、共同生活介護及び共同生活援助の利用の際の助成制度の創設及び重度視覚障害者に対する移動支援
の個別給付化（同行援護の創設）を施行していることに伴い、平成24年1月（国庫負担基準単位における統計データは
平成23年11月）から、別紙のとおり国保中央会に対して、当該ツールによる集計情報項目の追加を依頼しています。 

つきましては各都道府県に対して国保連合会より送付されるデータ内容等が変更となりますのでご承知置き願いますと
ともに、貴職より管内市町村に対し、周知を行っていただきますようお願いします。 

 また、国庫負担基準単位内訳データの様式変更に伴い、当該データを参照するための参考様式を別添１のとおり変更
しますのでご活用ください。  

  

※ なお、参考に平成22年2月12日付事務連絡「都道府県における国庫負担基準単位内訳データに係る参照方法の修
正について」を別添2として添付します。 

事 務 連 絡  

平 成 2 3 年 1 0 月 1 9 日 

各都道府県障害保健福祉主管課 御中 

（障害者自立支援給付支払等システム担当） 
厚生労働省社会・援護局 

    障害保健福祉部企画課 

障害者自立支援給付支払等システムに係る介護給付費等の 

データ集計について  

詳細内容は（略） 

参 考 
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○今回の集計は、厚生労働省において国庫負担基準単位内訳データの全国的な傾向を把握するためのもの。よって、

各都道府県（国保連合会）単位であくまで国保連合会把握分について集計するもの。（国保連把握分のみであるため、
様式中「ト」「チ」のデータについては集計されない。）

○各都道府県においては、当該データを活用する場合は、上記に留意の上、以下の要領によりデータを貼り付けし参
照されたい。

（別添２）

都道府県における国庫負担基準単位内訳データ（国保連把握分に係る
各都道府県合計値）の参照方法

国保連合会より送付されるCSVファイル

データのＢ列の３行目からデータを範囲指
定しコピーする。（上図黒囲み部分）

都道府県用参考様式の貼り付けシート
の対象月に当該データを貼り付ける。
（上図黒囲み部分）

隣のシートの参考様式に数値が反映さ
れる（上図赤囲み部分）
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